
 
 

業安定法に規定する求人不

受理の対象に該当いたしま

せん」と記載された自己申

告書が厚生労働省から出さ

れています（事業所名・所

在地・代表者名、チェック

シートへの記入が求められ

ます）。 

求人者が自己申告を行わ

なかった場合にも、求人を

受理しないことができま

す。 

また、求人者が事実に相

違する自己申告を行った場

合、都道府県労働局が勧

告・公表などを行うことが

できます。 

◆求人不受理の対象となる

場合とは？ 

①労働基準法および最低

賃金法に関する規定で、１

年間に２回以上、同一の対

象条項違反により是正指導

を受けた場合や、②職業安

定法、男女雇用機会均等法

および育児・介護休業法に

関する規定で、対象条項に

違反し、法違反の是正を求

める勧告に従わず、公表さ

れた場合⇒法違反の是正後

６カ月経過するまで不受理

となります。 

 
就職氷河期世代に限定し

た求人がハローワーク以

外でも可能に 

◆ハローワーク以外での求人が可

能に 

厚生労働省は、労働施策の総合

的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する

法律施行規則の一部を改正する省

令を改正し、2023（令和５）年３

月 31 日までの３年間、就職氷河期

世代（35 歳以上 55 歳未満）の安

定した雇用を促進するため、年齢

層を制限した求人を可能とするこ

ととしました。 

また、この改正で同省は、これ

まで企業が就職氷河期世代に限定

した求人を出すことをハローワー

クにのみ認めていましたが、ハロ

ーワークに同様の求人を出すこと

で、ホームページでの直接募集や

求人広告、民間職業紹介事業者へ

の求人申込みなど、さまざまな方

法で併用することが可能となりま

した。 

◆求人申込みの要件は？ 

就職氷河期世代に限定した求人

を出す場合には、ハローワークへ

の求人申込みに加え、以下のいず

れにもあてはまる人を雇用すると

いう要件を満たす必要がありま

す。 

① 35 歳以上 55 歳未満で、不

安定な職業に就いていない方 

② 期限を決めない労働契約を

締結することを目的とすること 

③ 職業に就いた経験があるこ

とを求人の条件にしない場合に限

る 

①の「不安定な職業に就いてい

ない方」とは、雇入れ日前１年間

に正社員として雇用されていない

者、かつ、雇入れ日前直近５年間

に正社員としての雇用期間が通算

１年以下の者や、概ね１年以上、

臨時的・短期的な就業を繰り返す、

あるいは臨時的・短期的な就業と

失業状態を繰り返すなど不安定就

労の期間が長い者、非正規雇用の

就業経験が多い、あるいは就職後

の就労期間が短い者など、安定し

た就労の経験が乏しい者（正規雇

用の在職求職者は除く）であるこ

とをいいます。 

②については、①の方に安定し

た雇用を促進することを目的とし

ているためです。 

③については、就職氷河期世代

で無業の方の募集・採用のため、職

業経験の有無を条件とすることは

適当ではありません。したがって、

「○○の経験者募集（優遇）」「○

○の経験を有する者」といった求

人条件を定めることはできませ

ん。 

これらの要件を満たす求人であ

れば、応募資格を「年齢不問」とし

た上で、例えば、「就職氷河期世代

で正社員雇用の機会に恵まれなか

った方歓迎」などと併記すること

が可能となっています。 

◆助成金を新設 

政府が進める「就職氷河期世代

支援プログラム」の施策の１つと

して、特定求職者雇用開発助成金

（就職氷河期世代安定雇用コー

ス）が新設されました。この助成金

は、特定求職者雇用開発助成金（安

定雇用コース）を拡充したもので、

対象労働者の支給要件が緩和され

ました。中小企業の場合１人当た

り 60 万円が支給されます。 

詳細については、以下をご確認

ください。 

【厚生労働省「特定求職者雇用開

発助成金（就職氷河期世代安定雇

用実現コース）」】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/0000158169_00001.ht

ml 

働者が１人以上いれば対象となりま

す。 

助成額は対象経費合計額の２分の

１（上限 100 万円）で、対象経費に

は、謝金、旅費、借損料、会議費、

雑役務費、印刷製本費、備品費、機

械装置等購入費、委託費があります

（パソコン、タブレット、スマート

フォンの購入費用は対象外。web 会

議用機器、社内のパソコンを遠隔操

作するための機器等が対象）。 

５月 29 日までに必要書類をテレワ

ーク相談センターに提出して取組み

を実施したのち、７月 15 日までに支

給申請書等を提出します。 

◆時間外労働等改善助成金〔職場環

境改善コース〕 

３月 25 日までに就業規則に特別休

暇の規定を新設・施行すると対象と

なります（来年度新設予定の「働き

方改革推進支援助成金」で５月 31 日

までの同様の取組みを助成予定です

が、詳細未詳）。 

補助率は、４分の３（30 名以下か

つ対象ソフト・機器等の購入経費が

30 万円を超える場合は５分の４）か

50 万円のいずれか低いほうとなりま

す。 

申請は、３月 13 日までに必要書類

を労働局に提出（３月 14 日以降に交

付申請されたものは、４月以降に交

付決定）して取組みを実施したの

ち、３月 25 日までに支給申請書等を

提出します。 

◆小学校休業等対応助成金 

小学校等（放課後児童クラブ、幼

稚園、保育所、認可外保育施設等を

含む）の臨時休校等により、３月 31

日までの間に子の世話を行うため労

働者（祖父母や里親等含む）に、年

次有給休暇とは別に休暇（半休、時

間休を含む）を、年次有給休暇取得

時同様、有給で取得させると、対象

となります。 

助成額は、支払った賃金相当額

（日額上限 8,330 円）です。 

 
求人不受理の対象が追加

されます！ 
◆今月３月 30日から施行 

原則、ハローワークや職

業紹介事業者は、すべての

求人を受理しなければなり

ませんが、①内容が法令に

違反する求人、②労働条件

が通常の労働条件と比べて

著しく不適当な求人、③求

人者が労働条件を明示しな

い求人のいずれかに該当す

る求人については、例外的

に受理しないことができま

す。 

今回、改正によって、④

一定の労働関係法令違反の

求人者による求人、⑤暴力

団員、法人で役員の中に暴

力団員がいる者、暴力団員

がその事業活動を支配する

者による求人、についても

受理しないことが可能にな

りました。 

◆求人者に求められる自己

申告 

職業紹介事業者は、求人

者に対して自己申告を求め

ることができます。ちなみ

に、「私どもは、この求人

申込みの時点において、職

新型コロナウィルス感染症

対策で利用可能な厚労省

の助成金まとめ（3月 10日

時点） 
◆影響拡大を受け相次いで対策を公

表 

２月 27 日になされた政府の休校・

自粛要請により、新型コロナウィル

ス感染症の影響が拡大しています。

３月 10 日に発表された緊急対策第２

弾までの内容から、雇用維持・事業

継続のために活用できる助成金を紹

介します。 

◆雇用調整助成金 

業種を問わず、受注量が減った

り、行政の要請で事業所を閉鎖した

り、労働者が発症したため自主的に

事業所を閉鎖したり、労働者が子の

世話のため休暇を取得し生産体制の

維持等が困難になった等、影響を受

ける事業主が対象です。 

特例により、直近１カ月の生産指

標が前年同期比 10％以上減で受給で

き、雇用期間６カ月未満の労働者も

対象となるほか、過去１年以内に本

助成金を受給していても受給できま

す。支給限度日数も、１年間で 100

日（３年間で通算 150 日）の制限と

は別枠で受給可能となっています。 

助成額は、休業手当、教育訓練を

実施した場合の賃金相当額、出向元

事業主の負担額の３分の２（大企業

は２分の１。１人１日当たり上限

8,335 円）です。 

休業等を実施したのち必要書類を

労働局に提出して支給申請を行いま

す。 

◆時間外労働等改善助成金〔テレワ

ークコース〕 

就業規則等を作成・変更し、２月

17 日から５月 31 日までの間にテレ

ワークを新規で導入し、実施した労
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